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　しかし、これから企業がフリーラ

ンスを活用すべき領域は、獲得しに

くい高度で専門的なスキルを要求す

る仕事、前ページの図でいうとこ

ろのAの領域に入る仕事だ。企業

はそうしたフリーランスを「活用

せざるを得ない。それはビジネス

モデルが変化したからです」と、

高橋氏は強調する。

「たとえば、従来日本企業が強みを

発揮してきたのは、擦り合わせ型の

ビジネスモデルでした。暗黙知を共

有した人たちが“あ、うん”の呼吸で

改善を繰り返す。社内特殊技能を

持っていること、そして各種技能の

持ち主とのネットワークがあること

が社内での人材の価値を決めました。

このとき、新卒一括採用かつ長期雇

用の日本型人事が強みを発揮してき

たのは間違いありません」（高橋氏）。

ところが、多くの製造業を中心に、

がフリーランスの活用である。

　このような今日的なフリーランス

の活用をしようとするとき、「擦り合

わせ型」で力を発揮してきた「日本

型人事」が邪魔をする。

仕事の切り出しと
マネジメント能力が課題

　日本企業の雇用の中心は「無限定

正社員」である。いつでも・どこで

も・どんな仕事でも引き受けるのが

無限定正社員の特徴。「それだけに、

日本企業は一人ひとりのジョブディ

スクリプションをつくってこなかっ

た。だから仕事や役割の線引きが非

常にあいまいです。そのため、フ

リーランスを活用しようとしたとき、

うまく仕事が切り出せないという悩

みにぶつかるのです」（高橋氏）

　また、無限定正社員しか部下に

持ったことがないマネジャーは、ど

んな時間でも、どんな仕事でも部下

にやらせることができた。「日本型

人事の序列性のなかにあっては、部

下はこれを拒否できません。この仕

組みはマネジャーをスポイルし、彼

らのマネジメント能力は育ちません

でした」（高橋氏）。ところが、フ

リーランスは、いつでも・どこでも・

なんでもやってくれるはずもない。

マネジャーにとっては“使いにく

い”ということになってしまう。

「また、この序列性は、組織内での

指示命令系統の話に留まりません。

企業人にとっては、仕事の発注相手

は基本的に序列性における“下”で

すから、彼らが『なんでもやります』

というのを当たり前だと思っていま

これから勝てるビジネスモデルは

「組み合わせ型」になっていくと高

橋氏は指摘する。「組み合わせ型の

ビジネスモデルでは、今、いちばん

いいアイデアやスキルを持つ人たち

が、それぞれが責任を持つパートで

ベストなものをつくり、それをつな

いで製品やサービスに仕立てていき

ます。たとえ初めて会った新たな人

とでもすぐに協業ができる組織にな

らないと、組み合わせ型のビジネス

モデルでは勝てません」（高橋氏）

　組み合わせ型のビジネスでは、す

べて自前あるいは系列企業で、と考

えると変化のスピードに追い付くこ

とはできない。そして、新しいこと

をやろうとするときには、必ず能

力・スキルに足りない部分、いわば

“ミッシングピース”が出てくる。

ミッシングピースを素早く調達する

ことが重要であり、その手法の1つ

日本企業はどうすればフリーランスを
うまく活用できるか

なかったのです」（高橋氏）

　また、こうした営業職人材では、

自律的に成果を出す人には続けてほ

しいが、それができない人には長く

続けてもらう必要はない。ところが

日本型雇用システムのなかでは、成

果が出せないからといって、その人

に退職してもらうことはなかなか難

しい。こうした事情も、これらの職

種を“雇用の枠組みの外で”活用し

たいという動機になったのであろう。

　このように、従来はコストを低減

したい単調な仕事、人事制度のなか

に組み入れられない・組み入れたく

ない仕事を任せる先がフリーランス

だったのである。↙
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す。このようなメンタルモデルであ

るため、日本のマネジャーは、外か

らやってきたプロであるフリーラン

スに対しても、“格下”扱いをしてし

まうのです」（高橋氏）

対等なパートナーシップと
契約書による合意

　日本企業はフリーランスを上手に

活用するために、どう変わっていく

べきか。高橋氏は、「プロであるフ

リーランスが提供するサービスのタ

イプによっても、留意するポイント

は変わる」と言う。

「『プロフェッショナル・サービス・

ファーム』などの著者であり、ハー

バードビジネススクールの教授で

あったデービッド・マイスターは、

プロフェッショナルサービスを

Expertise、Experience、Effi  ciencyの

3つの型に分類しました」（高橋氏）

　まず、Effi  ciency型は、効率性と

低コスト化が求められる仕事だ。こ

こは企業側が非熟練のフリーランス

に過度に低い報酬設定をしないこと

などの倫理性が求められる。その意

味で仲介するプラットフォーマーの

役割が重要である。今後、日本企業

が専門人材として特に取り入れたい

のは、Expertise、Experienceの領域

のフリーランスだ。

　Expertise型とは、創造性と高度専

門性を必要とし、解のない問題に企

業内部の人と共同で取り組むタイプ

のもの。「このような仕事は、何を

やれば成功するかわからないため職

務内容や成果物を明確に定義できま

せん。詳細な契約書作成に腐心する

よりも、対等なパートナーとして条

件を提示すべきです」（高橋氏）

　そして、Experience型は経験と専

門性を必要とし、それらを積み重ね

るほど高い価値につながる仕事だ。

システム開発や編集、経理などがこ

れにあたる。「このタイプでは、仕

事の切り出し、求められる能力とス

キルの明確化、的確なプロセス設計

を行い、それらに基づいて何をどこ

までやるかについての契約を交わす

ことが必要です」（高橋氏）

　実際には、ExpertiseとExperience

が 混ざる仕 事も多いため、プロ

フェッショナルなフリーランスとの

協業で最も重要なのは、対等なパー

トナーシップを組むこと、そして、

契約書に基づいて仕事の内容と条件

の合意をすることになるだろう。

ビジネスモデルの変化による組織とマネジメントの変化

出典：高橋俊介氏への取材をもとに作成

これから

ビジネスモデル コンテクストの共有が必要な
擦り合わせ型

ルール・仕様が明確な
組み合わせ型

組織

新卒一括採用・長期雇用を前提に、
同じ場で同じ時間を長く過ごす
無限定正社員で構成。
メンバーシップ型

外部環境の変化に合わせて
スピーディに必要な能力、
スキルのある人材を集めて組成。
パートナーシップ型

個人の役割の切れ目 不明確 明確

働き方 制限なし 制限あり

これまで
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ンスの現状だ。

　個人のリスクヘッジや社会的信用

の向上に、フリーランス協会とのコ

ラボレーションで、損害保険ジャパ

ン日本興亜を主幹事とする複数の損

害保険会社が乗り出した。

損保会社が社会課題の
解決に乗り出す

「フリーランスが急増しているとい

う実態を踏まえると、彼らが安心し

て働けない環境というのは大きな社

会課題です。彼らの不安定さを解消

するのは損害保険の役割だと考え、

フリーランス向けの保険商品を開発

しました」と話すのは、損保ジャパ

ン日本興亜企画開発部課長代理の鈴

木俊裕氏だ。開発にあたってはフ

リーランスの生活の安定と充実、社

会的信用の向上を軸に、賠償責任保

険、福利厚生サービス、所得補償と

いう3つの提供を重視した（上図）。

福利厚生サービス部分はイーウェル

というベネフィットプランの提供会

社により運営されている。賠償責任

保険は社会課題の解決という趣旨に

賛同した東京海上日動、三井住友海

上、あいおいニッセイ同和の3社を

加えた共同保険であり、所得補償は

損害保険ジャパン日本興亜が単独で

提供している。

「この保険には革新的な点がいくつ

かあります」と、鈴木氏は説明する。

「1つは、賠償責任保険と福利厚生

サービスは、フリーランス協会に入

会することによる自動付帯である点。

協会が契約者になることによって、

個人で手続きする煩雑さや加入漏れ

をなくしています」（鈴木氏）

　そして、賠償責任保険は、「フリー

ランス個人だけでなく、依頼者であ

る企業が訴訟を起こされた場合にも

適用される」（鈴木氏）ように設計

した。依頼側の安心感を高め、フ

リーランスの社会的信用を担保する

ことにもつなげられる可能性がある。

　また、労災保険の代替となる所得

補償は任意保険だ。加入にあたって

は別途保険料の支払いが発生するが、

「個人で加入するより5割近く割安な

保険料で加入できます。正社員と比

べるとフリーランスの社会保障はあ

まりに手薄い。そこを是正したいとい

う思いを強く持っています」（鈴木氏）

会社員とフリーランスの保障の比較

出典：フリーランス協会の入会資料より抜粋、一部改変

会社員の保障（例） フリーランスの保障

健康保険 ◦療養の給付
◦入院時食事、生活療養
◦高額療養費

◦国民健康保険
◦健康保険任意継続
◦国民健康保険組合

業務上の賠償 ◦会社の各種賠償責任保険 なし

各種相談窓口 ◦税務関連相談
◦法律関連相談

なし

福利厚生 【健康管理】
◦人間ドック、健康診断助成
◦心と体の電話相談

【資質向上】
◦セミナー／Eラーニング

【リラクゼーション】◦施設利用

なし

労災保険 ◦業務中のケガ
◦労災時の休業補償

なし

フリーランス協会のベネフィットプラン

ー

賠償責任保険
◦業務遂行中の補償
◦業務結果（PL責任）の補償
◦受託財物の補償
◦身体障害や財物損壊が発生しないような
　業務過誤の補償

◦税務関連相談
◦法律関連相談

【健康管理】◦検診・人間ドッグ利用優待
【子育て両立支援】◦保育施設利用優待など
【スキルアップ支援】◦セミナー／Eラーニング
【相談ダイヤル】◦健康・育児・介護などの相談
【リラクゼーション】◦施設利用

所得補償制度（任意）
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　企業が外注先に対して“上下関係

（企業側が上で、外注先が下）”の意

識を持っているがために、フリーラ

ンスと対等なパートナーシップを組

みにくいことは、既に指摘した通り

である。それは確かに、発注金額の

低減化や能力のある人材の囲い込み

といった問題につながっている。

法的な問題は
タイプによって異なる

　ただし、この問題について「フ

リーランスを一括りにし、すべてに

対して過剰な規制をかけることはや

めるべき」だと、平田氏は指摘する。

「フリーランスは、経済的自立がで

きていない準従属労働者と、専門性

を 有し、自営 が できているプ ロ

フェッショナルに分けられます（右

笠原六川国際総合法律事務所所長の

小笠原耕司氏は説明する。雇用契約

ではなく業務委託契約の場合、どの

ような金額・量の仕事を依頼しても、

依頼先であるフリーランスが引き受

ければ問題がないということになる。

先述の、専門性やスキルが低く、1

社依存度の高いフリーランスが「安

いから」という理由で“使われる”こ

とが可能になるのには、このような

法律的背景がある。「しかし、実際

にそのような活用をする企業は、裁

判になったときに負ける可能性があ

ります。業務委託契約か雇用契約か

は、契約の形態がどうであるかでは

なく、その仕事の実態を見て判断さ

れるからです」（小笠原氏）

　雇用契約か業務委託契約かの判断

に使われる基準は下記の通り。仕事

依頼に対する諾否の自由、時間的・

場所的拘束性、労務提供の代替可能

性、業務用器材の負担関係、専属性、

服務規律の適用関係、税金など公的

負担関係、社員と比較したときの給

与差などだ。これらを総合的に見て、

労働法の規定が適用されるかどうか、

つまり“労働者性”が判断される。

　社員と変わらないような働き方を

していれば、それは業務委託契約と

はみなされない。「労働者性があれ

ば、社会保険の負担など、労働条件

の改善が求められます」（小笠原氏）

ページ図）。前者には、健康や家庭

などの事情があって仕方なくフリー

ランスになった、という人も少なく

ありません。準従属労働者には“保

護”が必要です」（平田氏）

　一方、後者のプロについては、「立

場の強弱を前提とした保護はなじま

ない」（平田氏）という。それよりも、

対等なパートナーシップを組むため

の取引の公平性や透明性を実現す

べきだ。

労働者性があれば
条件の改善が求められる

　準従属労働者に対してはどのよう

な保護をすべきか。「フリーランス

にはそもそも、労働法が適用されま

せん。ですから、労働時間や最低賃

金の規制の外にいるのです」と、小

フリーランスの仕事から
搾取の構造を取り除く

小笠原耕司氏
小笠原六川国際総合法律事務所
所長・代表パートナー弁護士
一橋大学法学部卒業後、弁護士登録（東京弁護士会）。
東京銀座法律事務所代表弁護士を経て、2004年、小
笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士。
近著に『判例から読み解く　職場のハラスメント実
務対応Ｑ＆Ａ』（共著、清文社）などがある。
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企業、フリーランスともに
契約リテラシーを身につけよ

　独立自営を実現している専門性の

高いフリーランスが求めているのは

「対等なパートナー」としての契約

だ。「契約には『自由の原則』があり、

互いに合意すればどのような契約を

結んでも原則としては問題はありま

せん。ただし、どうしても契約書を

つくる側、つまり企業側が有利な内

容になることは否めません。日本人

は契約リテラシーが低いため、内容

を仔細に読まないケースが多い。こ

れでは、企業側が有利な契約に知ら

ぬ間にサインしてしまう現状を変え

られません」（小笠原氏）

　一方で、「契約において公平誠実

であることが、今日的には重要に

なってきた」（小笠原氏）ともいう。

「過度なペナルティを設ける、瑕疵

責任をフリーランス側だけに押し付

ける、といった不平等な契約は、企

業の社会的信用力を著しく低める可

能性があります。平等の精神に立ち

返って、対等に仕事を進められるよ

うな契約を結ぶことが企業のブラン

ド価値となり、優位性を持つことに

つながるという時代になりつつある

と思います」（小笠原氏）

　契約の内容をきちんと理解するた

めのリテラシーはどうやったら高め

られるのか。「学校に契約の授業が

あってもいいくらいです。フリーラ

ンス側へは、フリーランス協会やプ

ラットフォーマーなどが学ぶ機会を

提供すること、依頼する企業側はす

べてのマネジャーに研修を施すこと

などが必要でしょう」（小笠原氏）

　契約書を交わしていても、トラブ

ルは起きる。「システム開発などの

領域で、アウトプットが期待に沿う

ものではなかったとして企業が訴訟

を起こすケースがあります。いざ裁

判になったときのことを考えると、

両者ともに仕事内容や成果物につい

て詳細に決めておくこと、プロセス

ごとに成果が期待通りか確認するこ

と、そしてメールのやり取りは詳細

に残しておくべきです」（小笠原氏）

　これまでフリーランスを弱者のま

ま放置してきたかのような日本の取

引慣行にも、ようやくメスが入ろう

としている。フリーランスとの取引

にかかわる企業行動を、独占禁止法

の枠組みで監督しようとする議論が

始まった。フリーランスの他社での

活動を制限するといった行為は、優

越的地位の濫用とみなされるなどの

可能性が出てきている。

フリーランスのタイプによる保護や規制

出典：フリーランス協会の入会資料より抜粋、一部編集部により改変

◦取引の公正さと透明性を高める
◦下請法の徹底
◦独占禁止法の適用の可能性

事業者＝競争法

◦労働者性の適用範囲を適正化

労働者＝労働法

プロフェッショナル
（自営就労者）

準従属労働者
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　フリーランスにはスキルアップの

機会が少ないという課題がある。先

のランサーズの調査でも、「自由な

働き方の障壁」として、「自分のス

キルが向上しているのかがわからな

い（10％）」と回答するフリーランス

がいる。こうした不安の声に応えよ

うとする企業が、既に登場している。

バッターボックスに立つこと
こそが重要という価値観

　フリーランスに教育機会を提供す

るのが、前出のカイゼンプラット

フォームである。Webサイトの改善

を依頼する企業に対して、グロース

た失敗は無駄ではなく、なぜダメ

だったのか問うことによって学びと

なります。バッターボックスに立っ

てこそ人は成長する、だから投稿数

が大事、という価値観を浸透させて

いるのです」（須藤氏）

　同時に「グロースハッカーアワー

ド」と呼ぶ表彰制度で優秀なグロー

スハッカーのモチベーションアップ

を図ったり、改善を実現した投稿の

シェア、オンライン上のトレーニン

グの提供など多様な施策によってグ

ロースハッカーのスキルアップを促

進している。

「最も重要なのは、『やれば成長す

る』『評価される』というように、成

長や評価が可視化されて希望が持て

ること。変化が激しい時代には、“自

助”が非常に重要になります。具体

的には、自ら学び続けることが求め

られます。そのときに必要なのが

“希望”です。自助を支援する機会と

意欲を向上させる仕組みが、成長を

促すのだと思います」（須藤氏）

他者とのつながりが
人も事業も育てる

　スキルアップには、“互助”、すな

わち他者からの刺激や学びも重要で

ある。大手企業やベンチャー企業、

ほかのフリーランスとつながる場

がフリーランスの成長につながっ

ている。

　千葉県柏市、柏の葉キャンパス駅

にほど近いKOILは、三井不動産が

営むコワーキングスペースだ。「柏の

葉の街づくりのコンセプトの1つ、

新産業創出の一翼を担うのがKOIL

ハッカーと呼ばれるフリーランスや

パラレルキャリアの人々が改善提案

を“投稿”する。改善を盛り込んだ

Webページを作成し、企業に提案す

ることを投稿と表現しているのだが、

そこで採用された投稿は、その後、

アクセス数や商品のオーダー数など

が改善されたかどうかを評価される。

「投稿数、採用率、改善率でグロー

スハッカーの評価が決まります。な

かでも最重要の指標は投稿数にして

います」と、須藤氏は説明する。「ど

んなに優秀なグロースハッカーでも、

不採用になることも、採用されても

改善に至らないことも多い。そうし

毎年開催される、評価が高かった改善提
案を表彰するグロースハッカーアワード

（写真上）。グロースハッカーの個人ペー
ジ。投稿数、採用率、改善率のほか、業
種別の投稿数と採用率も表示され、得意
分野がわかるようになっている（写真右）

フリーランスの
スキルアップを担保する



33Works No.144  Oct–Nov 2017

です」と説明するのは、三井不動産

ベンチャー共創事業部の定塚敏嗣氏

だ。「KOILの4階から6階までがオ

フィススペース。そのうち、4、5階

は企業向けのオフィスで、6階がコ

ワーキングスペース。約800坪ありま

す」（定塚氏）

　都心にも三井不動産のコワーキン

グスペースはある。そことの差は、

「集まる人の多様性」だと、KOILの

コミュニティマネージャーとして運

営に携わるカイケツの大須賀芳宏氏

は話す。「近隣の主婦から研究者、

ベンチャー、大企業まで多様な人々

が集まり、この街からイノベーショ

ンが起こることを目指しています。そ

のため、誰もが利用できるカフェを

併設し、利用料も平日の昼間のみの

プランであれば1人月額9000円と安

価に設定しています。多様な人が集

まり、自然に使ってくれてこそ効果

があるのです」（大須賀氏）

　互助の機会を最大化するために、

大須賀氏のようなコミュニティマ

ネージャーが存在する。「『最近どう

ですか？』と声をかけ、こんなリ

ソースが足りないと言われたときに

は、適切な会員に紹介するなどしま

す」（大須賀氏）

　ビジネスミーティングという名の

交流会も定期的に実施している。「毎

回、2、3人の会員にどのような事業

をやっているのか発表してもらい、

そのあと併設されたカフェで交流を

深めます。つながりの密度は濃くな

り、“共創的”な受発注が生まれます。

また、さまざまなサークル活動や自

主勉強会も盛んです」（大須賀氏）

　最初は1人でやっていたフリーラ

ンスが他者から刺激を受けて事業を

大きくし、複数人用のスペースや、

個室オフィスに“引っ越し”するケー

スもあるという。こうしたコラボ

レーションを促進する仕掛けをあわ

せ持ったコワーキングスペースは増

えつつある。

　バッターボックスに立つ機会をつ

くる、つまり“自助”の意識を強く持

つこと。そして、“互助”の機会を求

めて、他者から刺激を受ける場に出

ていくこと。必要なのはフリーラン

ス側の意識の転換かもしれない。

定
じょう

塚
づ か

敏
と し

嗣
つ ぐ

氏
三井不動産
ベンチャー共創事業部　主事

大須賀芳宏氏
カイケツ
31 VENTURES クラブ
コミュニティマネージャー

コワーキングスペースは、テーブルの間の距離感な
どレイアウトの工夫を続ける。「空間が人の居心地
をつくる」（大須賀氏）からだ（写真右）。コワーキ
ングスペースから「出世」して、入居する個室のス
ペースが並ぶ（写真上）。３Dプリンタがある工作
スペースもある。他者から刺激を受け、着想したも
のをつくってみる。それをまたコワーキングスペース
に持ってきてフィードバックを受ける。新しい商品や
サービスが生まれる場として機能している（写真下）
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　日本企業の約5割は、フリーラン

スを活用するつもりがない。そんな

ことで本当にイノベーションを起こ

せるのか――。この問題意識が、本

特集を企画するきっかけとなった。

もちろん、働く個人全員がフリーラ

ンスになることはない。だが、正社

員として１つの企業にフルコミット

することを選択する優秀な個人は、

確実に減っていく。本特集でも紹介

したように、専門性を追求したい、

あるいはライフステージの変化に応

じて柔軟な働き方をしたいなど、多

様な価値観を持つ個人が増えた。そ

うした価値観を持つ人が優秀であれ

ばあるほど、副業やフリーランスと

いった選択肢を採りやすい環境に

なってきたからだ。こうした状況に

おいて、日本企業が優秀な個人を組

織に呼び込みたいと考えたとき、1

つの企業にフルコミットしないとい

う決断をした人材とであっても、う

まく付き合っていく方法を真剣に模

索しなければならない。

　そのため、本特集ではフリーラン

よる結びつきである。

　ここで言う「信頼」には、2種類

の意味がある。まず、企業が個人の

能力とプロフェッショナリズムを信

頼して仕事を任せること。そして、

個人が企業の提示する「ゴール」や

「目標」を信頼し、その達成に全力

を尽くすことだ。これらは、仕事内

容やそこにおけるゴールを一定の期

限で区切り、それに対するコミット

メントを明確にし、相互で約束する

という点で、従来の企業と個人の関

係とは大きく異なる、新たなパート

ナーシップの形である。

　たとえば、GEヘルスケア・ジャ

パンでは、フリーランスである中村

個人と、「信頼」に基づく
新しい関係を築くために
人事がすべきこと
本誌編集長／清瀬一善

スとの付き合い方を題材に、価値観

や働き方が多様化する優秀な個人を、

企業としてどう活かすか、そして社

会としてどう支援すべきかについて

提案することに主眼を置いた。

個人と「信頼」に基づく
パートナーシップの構築を

　これまで日本企業は、優秀な個人

に対して正社員という雇用形態のみ

を提示し、「囲い込む」「手放さない」

ことを軸に人材マネジメントを行っ

てきた。そして、それが長らく機能

してきた。正社員という同質性がも

たらす擦り合わせ型のビジネスモデ

ルや、そこで発揮される社員の改善

力の高さが日本企業の強みであった

からだ。しかし、優秀な個人がもは

や「囲い込まれること」や「手放さ

ないという約束」を欲しているとは

限らないのだとすれば、企業は個

人との関係の結び方を変えざるを

得ない。新しい関係の基盤になる

ものは、「雇用」による結びつきで

はなく、企業と個人の「信頼」に

まとめ
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氏に全幅の信頼を置き、工場のブラ

ンディングにかかわる仕事の多くを

任せる。この期待に呼応するように、

中村氏は自律的に動き、成果を出す

ことに懸命だ。また、アカツキでは、

「面白い仕事を用意すれば、プロは

集まる」というスタンスを貫くこと

で、高度な専門知識・能力を持つフ

リーランスのコミットメントを引き

出すことに成功している。

　これらの企業では、社内・社外と

いう壁が低い、あるいはない。イン

タビューのなかで、契約形態の別を

感じる瞬間もほとんどなかった。企

業に雇用される個人と、雇用関係が

なく組織に参加する個人の両者が、

共通のゴールと、それを実現するに

あたっては相手の力が必要である、

というプロフェッショナリティへの

敬意を持っているからこそ、そのよ

うな関係が成り立つ。

新しいパートナーシップの
構築に向かって

　こうした組織をつくるために、人

事が担うべき役割は大きい。

　まず、本社人事は、先に述べた社

内外、契約形態の別なく全員の強い

コミットメントを引き出せる組織風

土を醸成することが求められる。具

体的には、“個人”と業務委託などの

契約を結べる仕組みをつくること、

フリーランスの“格下感”を払拭し、

誰もが同じ目的に向かって協業して

いる対等な立場の仲間であると考え

る基本的な態度を一人ひとりに身に

つけさせること、さらには、契約形

態ではなく、能力・スキルを重視し、

適材適所を実現するジョブアサイン

メントの方法論をマネジャー教育に

取り込むことなどが考えられよう。

　事業部人事やビジネスパートナー

など事業に近いところにいる人事に

は、まず事業戦略を実現するうえで

のミッシングピース、つまり自社に

欠けている能力やスキルを発見する

ことが求められる。そうした能力・

スキルを持つ人材は、外部労働市場

のどこにいるのか、彼らの力を借り

るためにはどのような条件提示が必

要かを考え、契約を結ぶまでの実務

を担うことになる。対等なパート

ナーシップを結ぶための、契約リテ

ラシーも欠かせない。

　また、雇用に基づかない契約を個

人と結ぶという経験がほとんどの人

事部にはない。人事部単独で実施す

ることが難しいならば、エージェン

トやプラットフォーマーと連携する

という方法もある。

　外部のフリーランスと対等なパー

トナーシップを構築できるように

なったとき、内部にいる社員との関

係性にも変化が生まれるはずである。

社内の人材一人ひとりもまた、プロ

フェッショナルとして尊重され、信

頼されるべき存在だ。人事部には果

たすべき重要な役割がある。�


